
平成 28年 4月 1日 制定 

平成 30年 4月 2日 改定 

一般財団法人 愛知県建築住宅センター 

特定建築物等定期報告業務約款 

（責務） 

第１条 特定建築物等定期報告書の提出者で、一般財団法人愛知県建築住宅センター特定建築物ならび

に建築設備等定期報告業務規程（以下「業務規程」という）による支援サービスを受ける者（以下

「甲」という。）と一般財団法人愛知県建築住宅センター（以下「乙」という。）は、この約款に定

められた支援サービス業務を内容とする契約（以下「この契約」という。）を履行する。 

２ この契約は、甲が定期調査報告書又は定期検査報告書（以下「報告書」という。）を提出する

にあたり、乙が定める業務規程による受付票の内容を確認の上、甲の署名をもって、締結がな

されたものとする。 

３ 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、業務規程に定められた業務を次条に規定する日（以

下「業務期日」という。）までに行わなければならない。 

４ 甲から乙の業務の内容について説明を求められたとき、乙は速やかにこれに応じなければなら

ない。 

５ 甲は、別に定める業務規程による支援サービス料に基づき定められた額を、契約が締結される

日（以下「契約日」という。）までに支払わなければならない。ただし、乙が別に定める方法

による場合はこの限りではない。なお、支払いに要する費用は、甲の負担とする。 

６ 甲は、乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、特定建築物等定期報告

業務（以下「定期報告業務」という。）に関する必要な情報並びに追加資料を遅延なくかつ正

確に、乙に提出しなければならない。 

 

（業務期日） 

第２条 乙の業務期日は、前条第２項の契約締結の日から 30日とする。 

２ 乙は、甲が前条第５項及び第６項に定める責務を怠った場合、天災その他乙の責に帰すること

ができない事由により期日までに業務を完了することができない場合、甲に対しその理由を明

示の上、業務期日の延長を請求することができる。 

３ 前項の場合、乙が業務期日を延長したことによって甲に生じた損害については、乙は甲との賠

償の責に任じないものとする。 

 

（秘密保持） 

第３条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益の

ために使用してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第４条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から得られた個人情報は、定期報告業務の実

施及びその連帯事業の実施に必要な範囲でできるものとする。 

 

（別途協議） 

第５条 この契約に定めのない事項及び、この契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信

義誠実の原則に則り協議の上、定めるものとする。 
 


